
 

『和歌山県世界遺産マスターを募集します！！』 

～世界遺産の保全と活用のスペシャリスト～ 

 
世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」のより一層の保全啓発活動を推進していくには、民間の活力を

活かし、官民が一体となって取り組むことが重要です。このため、世界遺産の保全活用に熱意や知識を

有し、県と協働して保全活動を展開していただく「和歌山県世界遺産マスター」（以下、世界遺産マス

ター）を募集します！ 

 

世界遺産マスター認定までの流れ 

応募 → 研修受講 → 修了証交付 → マスター認定試験合格 → マスター認定 

    （３日間）                  （筆記・面接） 

世界遺産マスターの活動内容 

（１） 世界遺産及びその周辺地域のパトロール 

（２） 世界遺産の保全及び適切な活用に影響を及ぼす事象を発見した際の県への情報提供 

（３） 世界遺産の保全・活用に関する、普及・啓発活動（セミナーの講師等） 

研修会受講者の定員 

 ３０名 ※応募者が定員を超えた場合は、抽選といたします。 

      ※３日間（座学研修２日間、現地研修１日間）の全研修を修了後、試験（筆記・面接）に合格された方

を世界遺産マスターに認定します。 

応募条件 

（１）満１８歳以上であること（令和５年３月３１日までに満１８歳に達するものを含む） 

 （２）県内に在住または勤務先があること 

応募方法 

①住所 ②氏名（ふりがな）③年齢 ④生年月日 ⑤電話番号 ⑥職業 ⑦ＦＡＸ番号（お持ちの方） 

⑧応募動機を記入の上 、はがき・ＦＡＸ・Ｅメールのいずれかの方法でお申し込みください。 

※様式自由 

※受講が決定後、顔写真（縦４ｃｍ×横３ｃｍ、脱帽・無背景・正面上半身）を提出いただきます。 

募集期間 

令和４年１０月２４日（月）～１１月２５日（金）（※はがきは当日消印有効、ＦＡＸ・Ｅメールは 

１０月２４日（月）０：００～１１月２５日（金）２３：５９の間に受信で受付） 

募集要項配布先・掲載先   

【配布】和歌山県世界遺産センター、県庁観光振興課、各振興局地域振興部企画産業課 

【ダウンロード】観光振興課ＨＰ https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/062400/index.html 

県世界遺産センターＨＰ http://www.sekaiisan-wakayama.jp/ 

応募先・お問い合わせ先 

〒６４０－８５８５ 和歌山市小松原通１－１ 和歌山県観光振興課世界遺産班 

 ＴＥＬ  ０７３－４４１－２４２４ ＦＡＸ ０７３―４３２－８３１３ 

 ｅ-mail e０６２４００１@pref.wakayama.lg.jp 
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